
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

令和4年度受給資
格者のしおり印刷
製本契約

支出負担行為担当
官三重労働局総務
部長　戸原　智晶
津市島崎町327-2

令和4年9月1日
株式会社もとすいん
さつ
瑞穂市居倉324番地

1200001027500 一般競争入札 2,007,251円 1,407,769円 70.13%

伊勢公共職業安定
所移転に伴う什器
移設作業契約

支出負担行為担当
官三重労働局総務
部長　戸原　智晶
津市島崎町327-2

令和4年9月13日
株式会社TOIL
一宮市北方町北方
字西金丸13番地17

3180001086506 一般競争入札 5,375,179円 1,243,000円 23.12%

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

様式２－３

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

令和４年度三重労
働局職業安定部助
成金センター分室
オフィス家具等レン
タル契約

支出負担行為担当
官三重労働局総務
部長　戸原　智晶
津市島崎町327-2

令和4年9月1日
エイトレント株式会社
大阪市北区茶屋町
18-21

6120001061197

会計法第29条の3第4
項
（前年度から引き続き
備品類を利用するもの
であり、入替えることと
なった場合、撤去・設置
に係る作業が必要とな
り、多額の費用が発生
するため）

1,895,888円 1,770,945円 93.41%

令和４年度新型コ
ロナウイルス感染
症対応休業支援
金・給付金処理セ
ンターオフィス家具
等レンタル契約

支出負担行為担当
官三重労働局総務
部長　戸原　智晶
津市島崎町327-2

令和4年9月1日

コーユーレンティア株
式会社
東京都港区新橋6丁
目17番15号

3010401025419

会計法第29条の3第4
項
（前年度から引き続き
備品類を利用するもの
であり、入替えることと
なった場合、撤去・設置
に係る作業が必要とな
り、多額の費用が発生
するため）

2,245,760円 2,041,600円 90.91%

新型コロナウィルス
感染症対応休業支
援金センターの賃
貸借契約の締結に
ついて

支出負担行為担当
官三重労働局総務
部長　戸原　智晶
津市島崎町327-2

令和4年9月30日

イオンリテール株式
会社
名古屋市中村区名
駅5丁目25番1号

2040001000456

会計法第29条の3第4
項
（業務の応援体制の確
保、申請、届出に係る
決裁等の業務を迅速に
遂行するにあたり、適し
ているため。）

6,884,460円 6,884,460円 100.00%

雇用調整助成金の
特例措置に伴う体
制強化のための事
務室賃貸借

支出負担行為担当
官三重労働局総務
部長　戸原　智晶
津市島崎町327-2

令和4年9月30日
タカノビル株式会社
津市丸之内２４番１６
号

6190001000586

会計法第29条の3第4
項（業務の応援体制の
確保、申請、届出に係
る決裁、資料の保管等
から適しているため。）

5,544,000円 5,544,000円 100.00%

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条

文及び理由
（企画競争又は公募）

公益法人の場合契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

様式２－４

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


